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北陸農政局本局交渉（全農林労働組合北陸地方本部石川分会）

議 事 要 旨

１．開催日時：平成２２年１月２９日（金） １７：２０～１７：３５（１５分）

２．開催場所：北陸農政局第３会議室（広坂合同庁舎７階）

３．出 席 者：

北陸農政局 松元 清孝 総務部長

同 金村 哲夫 総務部次長

同 西村 睦美 人事課長

同 宮崎 高史 人事課課長補佐

同 中野 峰次郎 人事課管理官

同 狩野 正弘 人事課管理係長

石川分会 備後 尚正 委員長

同 川口 忠儀 副委員長

同 亀喜 正 書記長

同 立野 憲英 会計長

４．議 題：超過勤務について

（全農林労働組合北陸地方本部石川分会提出 別添「要求書」）

５．議事概要：

○西村人事課長：本日の交渉に先立ち、国家公務員法１０８条の５の規定に基づく予備

交渉段階で取り決めた事項を報告します。全農林労働組合北陸地方本部石川分会か

ら提出された要求事項が「新たな労使関係の構築に関する基本方針」Ⅱの１の（３）

に定められた要件を満たし、交渉対象とする事項は、要求事項Ⅲの４の項目とし、

その他の事項につきましては、国家公務員法１０８条の５第３項の規定による管理

運営事項であること、また、同第４項の権限内事項ではないことから、要望事項と

して承るとの整理をしましたので、これを前提として交渉を開始します。

○備後委員長：まず、私から要求書の趣旨説明をさせていただきまして、その後、書記

長から今回対象となりました要求項目の読み上げと内容等を説明させていただいた

あと、回答をお願いしたいと思います。

では、始めさせていただきます。新たな交渉ルールが定まって以降、初めての交

渉ということで、私たちの方も慣れていない点があるかと思いますが、誠意ある回

答交渉となるようお願いしたいと思います。

要求書については、平成２１年１１月２７日付けの０９全農北陸石川要求第１号

で提出させていただいております。この要求事項ですが、要求書作成にあたり、分

会としては、全職域を対象としまして１０月に労働点検を行い、その際上がってき

た事項について、要求事項を取りまとめたものになっております。

その結果、提出させていただきました要求項目、全部で４２項目ほどありますが、

こちらの方については、先般行われました予備交渉の中で権限外事項、管理運営事
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項ということで殆どが該当した訳ですが、上がってきた内容は現場段階におきます

切実な要求であることの趣旨をご理解いただきたいと思います。それでは早速であ

りますが書記長から今回の要求項目を説明します。

○亀喜書記長：私の方から超勤について１項目であります。「長期の超過勤務が発生した

職員に対し、医者による診察が必要とされているが、当該者に対する当局のフォロ

ーが不十分なので、具体策を求める。」という項目であります。このことはいわゆる

長時間、５０時間でありますが、長期のスパン、３ヶ月連続して超勤を行った者に

対して臨時の健康診断を受診させることとなっておりますが、そういった者につい

ては、より丁寧な対応をしていただくよう切に要望するということで上げさせても

らいました。現場からもそういった声が上がっておりますので、よろしくお願いし

ます。軽微というか、短時間の超勤にしてもそうなんですが、恒常的に超過勤務が

続くようなことが無いように常にチェックをしていただくよう併せて要望したいと

いうことです。

○松元総務部長：ご説明のありました要求事項について改善を図っていくには、根本的

には超過勤務を縮減していくということが重要であると考えています。超過勤務の

縮減につきましては、局の最重要課題の一つとして今日までの積極的な取り組みに

より一定の成果は得られていますが、いまだ長期･長時間勤務者等の抜本的解消には

至っていないところもあります。そういった者につきましては、局議等で報告させ

ることで超過勤務命令者をはじめ関係する管理職に超勤縮減について指導を行って

いるところです。ただ、業務によっては、やむを得ず長時間の超過勤務を命じる場

合もありますが、その場合にあっては、日常の健康管理に十分留意させるとともに、

必要に応じて臨時の健康診断を受診していただくなど、長時間超勤者の健康管理に

は特に十分な配慮をして参りたいと思います。

また、はじめに申しましたが、今後、より一層の超過勤務縮減を行うには、管理

職の意識と意欲で改善できる点が多いと考えています。人事評価の達成目標として

超過勤務時間の削減を掲げ取り組みを行っているところです。管理職には、超過勤

務を命じる際には常日頃その業務の緊急性等を精査し、職員の健康管理面も十分勘

案し、特にコミュニケーションを十分図り、ストレス軽減を図るとともに必要に応

じて臨時健康診断の徹底、診断の結果を踏まえた適切な対応を行うよう指導して、

努めたいと考えております。

○備後委員長：この件に関して、何かありましたら。

○川口副委員長：フォローアップに関してですが、今回、こういう話が出てきたという

ことは、過去にもそういうことがあったということもありますし、これからの仕事

のやりようとか政策の変化もあって、今後も十分注意しないと危ないということだ

と思います。そういう中で超勤の根本、問題を解決することが必要なので、その都

度の業務に関する説明、情報の公開とかしっかりやって、職員も納得出来るような

形の業務運営をやっていただき、また課題が生じた場合には改善、そしてまた、フ

ォローアップをやっていただきたいと思っております。

○松元総務部長：今お話しがありましたが、職員との話し合いといいますかコミュニケ

ーションが、十分図れていないのではないかと、そんなふうに思っておりますので、
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今後とも、コミュニケーションを十分図るように管理職を指導していきたいと思い

ます。

○立野会計長：特に健康診断に関してですが、長期の超勤が続いた場合に健康診断を受

けなさいと、そのこと自体は、当然、必要なことだと思いますが、ややもすると、

健康診断を受けさせることだけが目的、そこで終わりというふうになっている面も

あるのではないかと思います。健康診断を受けなさいと指導があった場合に、健康

診断に行きました、そこで結果が出れば、問題があれば、当然、その問題を解決す

るために、今後どういった勤務態勢を行っていくのかという話になるのでしょうけ

ども、そこで、問題が無かった場合であっても、結果がどうであったかということ

を、管理職の方できっちり把握をしていただいて、仮に問題が無かったと、それは

それで良いことなんですが、それで良かったねでは無くて、当然、一定の基準を超

えた者に対して指導している訳ですし、個人が特定されているわけですから、その

者に対して良かったで終わりでなく、今後、どのようにやっていきましょうかとい

う、管理職と当人がきっちり話を出来る場を設けていただく必要があるんじゃない

かと思います。

○松元総務部長：健康診断を受けたら結果が出ますが、それで終わりにしなくて、健康

診断の結果はどうでしたかというところから話に入り、仕事の取り組み方等の話し

をするなど、適切、丁寧な対応を行うようにしていきたいと思っております。

○備後委員長：要求項目が１項目ということで、それぞれ執行部から発言がありました

が、最後になりますがこの問題は、先程会計長が言ったように、健康診断を受ける

ということがありますが、健康診断の外にも、こういった長期の長時間の勤務が続

きますと、先程の身体的なストレスの外に精神的なストレスの方もたまってくると

思います。そうなった場合、メンタルヘルスということにもなりかねませんので、

もし、可能であれば、精神的なカウンセリングを受けられるような体制も、今後、

整備していただければ、よりよいフォローアップに繋がると思いますので、今後と

も引き続き対応していただきたいと思っております。

（終 了）










